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はじめに

家庭裁判所は，家庭や家族に係る紛争や，少年の非行についてj そ
の背後にある原因を探りながら, 、それぞれの事案に応じた適切妥当な

措置を講じ，将来を展望した解決を図るという理念に基づき，昭和2

4年1月1日に創設された。
． 、

＝その基本的役割は創設から70年余を経ても変わることはないが，

社会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求められる具体的な役

割もまた変化してきておりラ家庭裁判所は， その変化を踏まえつつ，

上記の理念の実現に向けて的確に対応していくことが求められている。

本資料は， そうした家庭裁判所の現状及び課題をコンパクトにまと

めたものである。

家庭裁判所は今年で創設70周年を迎えます。その間の'歩みの中で，

裁判所に持ち込まれる事件には常にその時々の社会経済情勢や人々の

家族観･価値観が反映されてきましたが,近時における家族や社会の在

りょうの変化にはとりわけ､目'を見張るものがあり，家事事件は， 当事者

間の対立が先鋭化するなどして解決が困難な事案が増えてきて,います。

少年事件においても，鯛査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり

ません。また， こうしだ変化.に伴い．,家庭裁判所が社会で果たすべき役

割もゥそれに応じて大きく変わりつつありますp成年後見制度について

は‘成年後見制度利用促進基本計画を受けて,‘市町村をは･じめとする関

係機関との間で連携に向けた協議が進められています｡裁判所として

は，引き続き個々の事件処理における運用の改善､に向けた努力を尽くし

ていく一方で，計画の目指す地域連携ネッ'トワークの構築へ向けて，関

係機関とも協力していかなければなりません。各職種がそれぞれの果た

すべき役割を改めて検討し，関係機関との連携を強化するなどして，家

庭裁判所としての機能を一層充実させていくことが求められます｡

’

(平成31年最高裁判所長官「新年のことば｣より）’ ノ



第1 ：家裁の事件の擬況

1 家事事件等の擬況

令和2年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は110万5, 3

83件であり， この10年間で約36%増となっている｡このうち家事審

判事件はg2万6, 830件(10,年間で約4･6%増) ,家事調停事件は

13万O, 937件（同約5%減)で，これらが全体の約96%を占めて

いる｡家裁は, これまでも社会経済情勢の変化に対応し，事務処理の態勢

や方式を工夫,改善してきたが,家事事件手続法(以下:｢家事法｣という。）

の趣旨やその背景にある‘国民のニーズを踏まえて，事件の種別を問わず，

更に取組を深化させる必要がある。

（1）家事審判事件の振況

、家事審判事件の約98％を占める別表第一審判事件の新受件数につい

てはj増加傾向が続いており，相続放棄のほか,特に成年後見関係事件

の増加が著しい。
： 。 、

他方,別表第二審判事件の新受件数については，平成25年以降,お

おむね緩やかな減少傾向にあったが，令和2年は， 2万O, 376件と

増加（前年比約6％増)している6

②家事頭停事件の概況
家事調停事件の新受件数は,平成23年から平成24年まではおおむ

ね増加傾向で，平成25年以降は，高止まり状態にあったが，平成30
年以降は，おおむね緩やかな減少傾向にある｡

③子の監瞳に関する処分事件（面会交流)新受件数

社会情勢を反映し,子の監護に関する処分は増加の一途をたどづてお

り,特に面会交流事件は増加傾向が顕著であり，平成23年から令和2

年までの1.0年間で約1． 5倍となった。面会交流事件については， 当

事者の対立が先鋭化し，解決困難な事案が増えている上，社会的・政治

的な関心も極めて高い状況にあり， これまで以上に質の高い審理・判断

が求められている｡、

側人事斫舩事件の概況 ‘
人事訴訟事件の新受件数は，平成16年4月に家裁へ移管された後，

平成24年に最も多くなったが，平成25年以降は減少傾向にある。

（5）子の返還申立事件の概況

子の返還申立事件の新受件数は，平成26年（ただし，施行された4

月以降)は9件,平成27年は26件,平成28年は25件,平成29

年は12件,平成30年は27件，平成31年（令和元年）は16件，

令和2年は18件であった。
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Z少年事件の概況

少年保護事件の新受人員は》平成14年以降減少しており,令和2年は〃

5万1，485人(前年比約9％減｡過去10年間で比べると約66%減〕

となっている｡この減少傾向は，少年人口の減少が一つの要因と考えられ

るが，新受人員は,少年人口の減少割合以上に減少している。

事件種別で見ると，交通関係事件は一貫して減少しており，令和2年は

2万2，257人(前年比約9％減｡過去10年間で比べると約57%減）

となった。また，同様に一般事件も減少しており，令和2年は2万9ウ 2

．28人(前年比約9％減） どなった｡一方;凶悪犯(殺人,放火，強盗及

，び強制性交等)は,平成24年から平成29年までは減少傾向にあったが，

平成30年にｰ且増加に転じた後,令和2年は524人（同約29%増）

となった。 ． 、

個別の事件を見ると,社会的関心を集める重大事件や，資質や家庭等の

環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事件につ

いて，適正な事件処理が求められているといえる。

第2家亭事件関係

1 家家法の下における家事亭件の処理に関し運用上検討すべき事項

（1）:家事法施行の意垂
平成25年1月に施行された家事法は，家族をめぐる社会状況や国民

の法意識の変化を背景に，当事者間の利害の対立が先鋭化し；解決困難

な紛争が増加じているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的

紛争解決手続を実現しようとするものであり，家事事件の手続を現代社
会の要請に合致したものとするためｩ当事者等の手続保障に資する規定
を拡充するなどし;また，手続をより利用しやすくするための制度を新

設するなどしている。

家事法の下における家事事件の処理に当たっては,法の規定を遵守す

ることは当然のことであるが，裁判官を始めとする各職員が,家事法が
制定された背景をしっかりと理解した上，家事法の趣旨に則った運用の

実現に努めることが求められている6

②家事法の下における家事鯛停の運営

家事法の施行は，家裁の紛争解決機能の強化を実現するための重要な

契機と位置付けられるところであり，各家裁においては，家裁の主要な

事件である家事調停の運営改善に取り組んでいる｡

家事調停の運営改善の取組においては，裁判官はもとより,家事調停

委員，書記官，家裁調査官等の関係職種がウ問題意識を共有してそれぞ
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れの役割を適切に果たしていく必要があり，定量的，定性的両面からの

効果検証の視点を持ちながら, この取組を庁として継続していくことが

肝要と考えられる｡ ‘このような観点からウ協議会等においては，家事調
停における裁判官の効果的な関与の実現方法,裁判官と関係職種の果た
すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理的な役割分担や連

携の在り方,取組の効果検証の在り方,効果検証の結果を踏まえて取組

を修正し， これを継続，定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており，家裁においては，関係職種間の連携をベー

スとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要との意識が浸

透しつつある． ◎

今後は,今まで積み重ねてきた総論的な議論を，個別具体的な事件の

中でどのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ
とも重要であり，離婚調停事件や子の監護に関する事件など＃裁判官の

リーダーシップと関係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類

型を意識しながら，更に取組を進めていくごどが求めちれている。
また，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からは，小規模の

室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情聴取及び調整を行う従

前の調停の在り方をそのまま維持することは難しくなっており，調停手

続の利点を生かしつつ利用者のニーズや生活様式の変化に対応する新た

な手続の在り方を検討。模索していく必要がある｡そして，むしろこの

機会にこそ；従前のやり方に囚われず，調停の本質9利点に立ち戻り，

これからの時代の当事者のニーズに適う調停運営の在り方を積極的に考

え実践していくことが必要かつ可能であり，またそのような必要性を関

係職種（調停委員を含むb .)も含めて共有しやすい環境になっているの

ではないかとも考えられる。そこで，家庭局は，各庁から知恵を結集・

共有し,具体的な運営改善に生かし，つなげていく観点から，令和2年

5月以降に，各庁の検討結果についての情報提供を受け，同年8月にそ

れを取りまとめたものを各庁に還元した。また，同年11月にば司法

研修所及び裁判所職員総合研修所で合同実施された「家事基本。専門研

究会2 (面会交流）及び家事実務研究会」において本取組に関する協議
が行われ，同研究会の成果も踏まえて各庁で検討・実践が行われ，令和

3年'月から2月にかけて開催された家事事件担当裁判官等協議会にお
いても本取組が協議事項として採り上げられ，各庁における検討・取組

の状況や，その中で見えてきた課題及びこれに対する具体的な克服策の

実践例等を共有した上で，協議を行った6令和3年5月に開催された調

停委員協議会でも採り上げられ，実際に調停運営を行う調停委員の視点
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からの率直な受け止めを確認するとともに，調停の基本的価値を損なう

こどなく，合理的かつ充実した事情聴取・調整を実現するために調停委

員が果たすべき役割等について協議を行った｡さらに，令和3年11月

の「家事基本研究会。家事実務研究会｣では,本取組は様々なレベルの
課題が絡み合った立体的な構造の問題であり，一つの方策をとっかかり

として全体的な取組に波及させていくための戦略が必要であること等に

ついて協議し,認識共有を行った｡ ､今後,本取組の更なる実践の本格化

が期待され，本取組は,調停運営の在るべき姿を目指して検討実践と

検証,修正を繰り返していく長期的な取組となることが想定されている。

側家事法の運用上の鯖問題 一

申立書の写しの送付〉子の意思の把握｡考慮，電話。テレビ会議，調

停に代わる審判（別表第二に掲げる事項につき新設）等，家事事件の手

続に関し規定が新設されたものについて種,それぞれ新設された趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられているところ
であるb

なお家事事件に限らず秘匿情報の適切な管理が課題とされており，

、各家裁においては， これを実現するための職種間連携の在り方を含めた

検討や実践が進められているb

2後見関係事件及び財産管理人選任事件の運用見直し
(1)後見関係事件の運用見直しの現状
後見関係事件は，平成”年4月に現在の成年後見制度が始まって以

来増加の一途をたどっており，令和2年12月末日現在の管理継続中の

本人数は，約24万O, .OOO人に上っている.(令和元年12月末日時

・ 点は約23万3,･OOO人) dまた，政府が作成したオレンジプランに

よれば,我が国における認知症有病者数は令和7年には約700万人に

上ると推計されており,成年後見制度の利用者数は，今後更に増加する

ことが見込まれる。このような状況から，国民の成年後見制度に対する
関心も高い状況にあり， ;近年，家裁においては，従前の制度運用がメー

マライゼーション， 自己決定権の尊重,身上保護の重視といった成年後

見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ねてき

た｡

とりわけ,後見等監督の在り方については，後見人の裁量を尊重すそ

という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点について,現状
を客観的に検証した上で，実証的な視点を持って見直しが進められ，そ
の結果,後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込みゥ

家裁が審査すべき事項を明確にするといった新たな監督手法が取り入れ
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られたが，引き続き，新たな監督手法の定着に向けた取組を進めていく

必要がある。今後は，成年後見制度の趣旨から在るべき後見監督の姿を

検討するという取組の理念を庁として継承していくことが課題である。

②外部機関との連携に向けた取組

平成28年5月， 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」 （以下

「促進法」という6 ）が施行された。同法に基づいて設置された「成年
i ．

後見制度利用促進委員会｣には,家庭局長も委員に任ぜられ,政府が策
定する｢成年後見制度利用促進基本計画」 （以下｢基本計画」という。 )

について盛り込むべき事項について議論が重ねられ,政府は，平成29

年3月に基本計画を閣議決定し,平成”年度から,基本計画に沿って
制度の利用促進に関する取組が進められている。

制度の運用を担う裁判所としても,政府における取組を踏まえ，国民

にとって利用しやまい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。

そのためには，後見等監督における運用の見直しに限らず,成年後見制

度で利用する診断書の在り方,本人の生活状況等を踏まえた適切な後見

人の選任，後見開始後の本人及び後見人に対する継続的な支援といった

点についても，制度の理念に沿った運用の見直しを検討していくことが

求められる｡また,裁判所内部における取組のみならず,地域社会全体

で後見人を支援することのできる環境整備， とりわけ,利用者の身近な

ところで福祉行政を担っている市町村等やこれを支援する都道府県の関

与が不可欠であり，また,市町村等が中核的役割を担うためにも，身上

保護や財産管理において専門的な知見を有する専門職団体が行政の取組

に積極的に関与し,連携していく＝とが重要と考えられる｡ ： 《
この問題は関係機関等との間の協議・運営を必要とする重要課題とし

て司法行政的な対応を要し，事務局が事件部と一体となって庁全体で取

組を進めていく必要があることから,平成29年度以降,毎年最高裁に

おいて後見関係事件事務打合せを開催しており，令和3年度も7月に同

打合せを開催した。同打合せにおいては，①中核機関の設置及び機能充
実に向けた地方自治体等と裁判所の連携②基本計画を踏まえた後見人
等の選任等の在り方，③後見人等の報酬の在り方，④高裁の役割などに

ついて意見交換等を行った。

前記②及び③に関しては,家庭局と日弁連等の専門職団体との間で,

継続的に協議を重ね定いる。基本計画を踏まえた後見人等の選任等の在
り方については家庭局と専門職団体との間で認識の共有に至り,報酬付
与の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ,･各家裁において
今後の運用について具体的な検討を行うことについての理解を得て，各
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家裁での検討を行う際の参考となる資料を添付した家庭局第二課長書簡

を平成31年1月に発出した。また，家庭局と専門職団体との間で,親

族後見人に対する支援という観点から後見監督人に期待される役割につ

いても，今後の検討の基本となる考え方がおおむね共有されたので,‘そ
の内容について記載した家庭局第二課長書簡を令和元年8月に発出した

（その後，後見監督人に期待される役割や事務の内容については，専門

職後見監督人の関与すべき事案のパターンを整理した上で,検討や議論

のたたき台となる考え方が家庭局と専門職団体との間であらためて共有

されたことから，その内容について記載した家庭局第二課長書簡を令和

3年11月に発出した。 ） 。 .さらに,家庭局と専門職団体との間で，保

佐人及び補助人に期待される主要な事務について，検討のたたき台とな

る考え方が共有され,その内容について記載した家庭局第二課長書簡を

令和3年1月に発出した6現在，各家裁において，これらの書簡を参考
として,親族後見人支援を中核に据えた後見人や後見監督入の選任の運
用等についての検討を進めるとともに;後見人等が行った事務の内容等
に応じ七報酬を付与するという考え方に基づき,大規模庁における検討
状況を参考としながら,新たな報酬算定の考え旅ついて検討が進めら
れている。

令和元年度は，基本計画の対象期間である5か年の中間年度に当たる

ことから,専門家会議において,各施策の進捗状況を踏まえ，個別の課

題の整理.検討が行われ,令和2年s月， ｢成年後見制度利用促進基本

計画に係る中間検証報告書」 （以下「中間検証報告書」 という。 ）が取
りまとめられた。

令和3年度は,基本計画の対象期間である5か年の最終年度であり，
成年後見制度利用促進専門家会議において,5年間にわたる取組につい
て総括の上で,令和4年3月までには，第二期成年後見制度利用促進基

本計画が閣議決定される予定である｡

-このような状況も踏まえ,成年後見制度の利用促進に向けた地方自治
体等における実践的な検討や取組が進められることが予想される中，家

裁も地方自治体や専門職団体等の外部機関と十分に連携し，促進法，基

本計画及び中間検証報告書の趣旨を踏まえて，家裁に求められている役

割を果たしていくことが求められる｡

成年後見制度で利用する診断書についてはj財産管理能力の確認に偏

り過ぎているという指摘を踏まえ，判断能力についての医師の意見欄の

表現を見直すなどの改定を行うとともに，福祉関係者が有している本人

の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため，
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平成31年4月から，新たに「本人情報シート」を導入した。 ゞ

③不正防止に関する取組

令和2年1月から12月までに家庭局に報告された後見人等による不

正事案は186件，被害総額は約7億9,.OOO万円で,前年と比べて

減少したものの(平成31年1月から令和元年1．2月までに報告された

不正事案は2O'lzf,被害総額は約11億2,' oo_O万円),なお社会的
に許容される水準とはいいがたい状況にある。

不正対応については，平成23年以来,各家裁において，不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められており，一定の成果

を上げつつあるように思われるが，今後も引き続き不正対応の重要性等

について注意を喚起し,更なる不正被害を防止するために必要かつ合理

的な措置を迅速に講ずろことの重要性を十分に認識した運用を徹底する
ことが必要であるd

また,後見制度支援信託については，平成24年2月から令和2年1

2月末日までの間に， 2万7， 257件が契約締結に至っており，支部・

出張所における利用件数も徐々に伸びてきている。

さらに』基本計画の閣議決定を受けて,三部の地域金融機関において，

後見制度支援預貯金の取扱し$が開始された。同預貯金を取;り扱う金融機
関は徐々に増えており，平成SO年1月から令和2年12月末日までの

間に3,: 522件が契約締結に至っている｡今後は,同預貯金を取り扱
う金融機関が更に増加することが予想される｡

後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のような不正防止効果のあ

る金融商品については，更なる利用拡大に向けた各家裁の取組が期待さ

れる。

4）財産管理事件の処理について

財産管理事件の新受件数に関する過去'0年の動向を見ると,不在者
財産管理事件については, 8jOOO件前後で推移しているのに対し,

相続財産管理事件は,年々増加を続け;令和2年には2万3， 61．7件

となり， 1o年間で約1. 5倍となった｡

財産管理事件において,定期的に財産状況を確認することの必要性や，

特に相続財産管理事件において，管理終了に向けて計画的に清算手続を

進あるため，管理人に対する助言や働き掛けを行うことの重要性につい
ては，従来から強調されてきたところである6また，財産管理上の問題

を把握した後は,後見関係事件と同様に,財産の流出を阻止する措置を

迅速に講じることが求められている。

管理終了に向けた計画的な清算手続に関連するものとして，相続財産
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管理事件における不動産の国庫帰属について，財務省理財局が，令和2

年'2月に，法律上国庫帰属すべき不動産に関する事務の具体的な取り

扱いを示すとともに，国庫帰属財産の円滑な引継ぎの実現のためにシ各

財務局等において関係機関との協力体制の構築に努めるよう各財務局に

周知する通達を発出している。

平成30年11月（一部の規定については令和元年6月）から所有者

不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行されている。同法

には，所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認めると

きは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁に対し，財産管
理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められている。今後,国

の行政機関の長等からの財産管理人選任事件の申立てが増加することが

予想されるところであり；事案の性質に応じて,適切な運用を行うこと

が求められている。

s人事訴駿事件の適正かつ迅速な審理

家裁に人事訴訟が移管されて17年が経過した｡その間未済事件は，

平成20年以降年々増加し,平成23年12月末時点で1万件を超える

状態となっていたが，平成24年以降はう 9,700件前後で推移してい
･ 0 b 』

たところ，令和2年12月末時点では，再び1万件を超えている｡､

また，既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり，令和2年の平

均審理期間は13.8月であった｡未済事件の平均審理期間も,平成24

年は若干短縮したものの;平成25年以降は長期化傾向に戻っていること
からすると,平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先的な処理

に求めることは難しいと考えられる。

なお,令禾ﾛ2年の既済事件の平均審理期間はj地裁で処理していた当時
（平成15年）よりも約4．5月長くなわている。また，財産分与の申立

てがある離婚の訴えでは,争点整理期間を中心に年々審理期間が長期化し
ており（平成23年は14． 4月，令和2年は17． 7月） ，財産分与に

関する合理的かつ効率的な審理の在り方等について検討することが必要で

あると指摘されている｡さらに,財産分与の申立てがないものについても，

審理期間が年々長期化していること（平成23年は9. 9月，令和2年は

12． 1月）を直視する必要があるb

人事訴訟の審理期間の長期化については，裁判の迅速化に係る検証の検

討会において,委員からも厳しい意見が出されており，長期化に歯止めが

かからない現状について真筆に受け止めた上で，その原因分析及び対応策
。 I

の検討を従前の分析にとらわれることなく行うことが必要であると考えら

れる。
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4国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の

運用

国際結婚が破綻した場合等において，子が国境を越えて不法に連れ去ら

れた際に,迅速に常居所地国に子を返還すること等を定めた「国際的な子

の奪取の民事上の側面に関する条約」がj平成26年4月，日本について

効力を生じ,その国内実施法(平成25年法律第48号)及び実施規則(平

成25年最高裁判所規貝I第5号)も施行された。

子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び
に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては,適切な運用の確

立に向けた取組がされており， これまでのところ，円滑な事件処理がされ

ているところである。東京･大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し

く:は変更又は子の監護に関する処分についての審判事件及びこれらの抗告

事件においても，一定の場合には,上記実施法及び実施規則の適用がある

ところであり,~この点については留意が必要である。

S最近の立法の動向について

(近時成立した法律について）

（1）児宣虐待対応に関する児童福祉法等の改正

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律

が，平成SO年4月に施行された｡

この改正により，①児福法28条の審判事件において家裁が都道府県

に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し，②保護者

の意思に反して2か月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときご

とに家裁の承認審判を必要とする制度が創設された。

また, この改正法の附則第4条において,政府は，施行後S年を目処

として,改正後の法律の施行状況等を勘案し;改正後のそれぞれの法律
の規定について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとされたことな･どを受け，令和2年9月から，児童相談所における一
時保護の手続等の在り方に関する検討会が厚生労働省主催で開催され，

令和3年4月に取りまとめがされた｡その後，厚生労働省, :法務省及び

最高裁といった関係省庁等において，一時保護の開始の判断についての

新たな司法審査の導入に向けた様々な観点からの検討が行われ，厚生労

働省が所管する社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会において，

同年12月， この点を含む報告書(案）が取りまとめられた｡一時保護

の開始の判断についての新たな司法審査の導入等を含む改正法案につい

ては，令和4年の通常国会への提出が予定されている｡

②成年年齢の引下げ
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｝

民法の成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部改正法が，平成SO

年6月に成立し,公布された。この法律は，一部の規定を除き令和4
年4月1日から施行される｡

家事事件において,成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては,親

権喪失事件,親権停止事件，管理権喪失事件,親権･管理権辞任許可事

件，未成年者を養子とする場合の養子縁組許可事件，離縁後の未成年後

見人選任事件,離縁後の親権者の指定事件,未成年後見人選任事件,親
権者の指定・変更事件などがある。

⑧執行法制の見直し
:民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

に関する法律が,令和元年5月に成立し,公布された｡この法律は,一

部の規定を除き，令和2年4月1日に施行された。 ￥

ゞこの法律のうち国際的な子の返還の強制執行に関するものの主な内容

は，①間接強制の前置に関する規律の見直し，②債務者の審尋に関する

規律の見直し,③子と債務者の同時存在に関する規律の見直し,④債務

者の占有する場所以外の場所における執行官の権限等に関する規律の見
直し,⑤子の身上の配慮に関する規律の新設である｡民事執行法にろい

ては，国際的な子の返還の強制執行と同内容の規定が設けられた。

法改正を受けて,民事執行規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面

に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等

に関する規則等の一部が改正された。

養育費の履行確保については, この法律により；債務者の財産状況に

関する情報取得手続が新設され，養育費の権利者も；法務局から不動産

に関する情報を(令和3年5月から),金融機関等から預貯金債権情報を,
市町村等から給与債権情報を,それぞれ取得できることになり，強制執
行を行いやすくなった。なお，養育費不払い問題については，近時,社

会的，政治的な関心がますます高まっており；政府や与党に養育費不払

い解消に向けた複数の検討体が設けられ,現在も,裁判手続に関するも
のを含め，運用改善や制度の見直しについて様々な議論がされている。

法務省の有識者会議では,運用改善事項について令和2年9月に中間取
りまとめが公表されており,同年12月には制度的在り方についての取

： ． ．

りまとめも公表されている（いずれも各家裁に周知済み)。ここで取り上

げられた論点については，引き続き，後記(9)の法制審議会家族法制部会

においても，調査・審議が見込まれる｡

側成年被後見人等の権利制限(欠格事由）の見直し

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
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I

法律の整備に関する法律が,令和元年6月に成立し；公布された。この
法律は,条文によって施行日が異なり，令和元年6月i4日；同年9月
14日，同年12月1日,同月14日に分かれて施行された。
この法律は，成年後見制度の利用の促進に関する,法律に基づく措置と

して,成年被後見人及び被保佐人を資格,職種,営業許可等から一律に
排除する規定について， これを削除したり，心身の故障等の状況を個別
的,実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)

を整備しだりすることなどを内容としている。
また,会社法並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にお

ける取締役等の欠格条項が削除されるなどの規定が設けられた会社法の

一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律が,令和元年，2月に成立し,公布された。
これらの法律は，一部の規定を除いて,令和3年3月1日から施行され

た6A

⑤特別養子縁組制度の改正 ：

特別養子縁組制度の改正を内容とする民法等の一部を改正する法律が，
令和元年6月に成立し，公布された｡この法律は,一部の規定を除き，

令和2年4月1日に施行された｡･

この法律の主な内容は，①養子となる者の年齢要件等の見直し及び②

2段階の手続の導入筆特別養子縁組の成立の手続に係る規律の見直し

である。

法改正を受けて，家事事件手続規則の一部が改正された。

(a生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関す

る民法の特例に関する法律

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律が,令和2年12月に成立しタ公布された｡ こ

の法律は，一部の規定を除き,令和3年3月11日に施行された（第3

章の規定は,公布の日から起算して1年を経過した日から施行される｡).
この法律の内容は,生殖補助医療の提供等に関し,基本理念を明らか
にし，並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について

規定するとともに，第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により

出生した子の親子関係に関し，民法の特例を規定するものである｡
， ： ．

裁判実務に影響のある事項としてば第3章に，女性が自己以外の女

性の卵子(その卵子に由来する胚を含む6）を用いた生殖補助医療により

子を懐胎し，出産したときは,その出産をした女性をその子の母とする

ことが明示された（第9条）ほか，妻が，夫の同意を得て，夫以外の男

．､11
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性の精子(その精子に由来する胚を含む｡）を用いた生殖補助医療により

懐胎した子については；夫は,民法第774条の規定にかかわらず,そ
の子が嫡出であることを否認することができない（第10条）旨が規定

されている。 ．

(ﾌ）登配制度d土地所有権の在り方の見直し

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が，平成BO年

11月（一部の規定については令和元年6月）に施行され，土地収用法

の特例などとともに,所有者不明土地を適切に管理するため特に必要が

あると認めるときは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁

に対し,不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任を請求できるとす
る民法の特例が定められた｡

また，政府は，所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加速してお

り，平成29年10月から，登記制度・土地所有権の在り方に関する研

究会が開始され,平成31年2月に研究会の報告書が取りまとめられたd

これを受けて，同月の法制審議会第183回会議において，相続等によ
る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適

正に利用するための仕組みを整備するために必要な方策について諮問が

行われ同年3月から法制審議会の民法・不動産登記法部会において審

議が行われた。

令和元年12月の民法:｡不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改

正に関する中間試案の取りまとめ，令和2年1月から3月にかけてのパ

ブリック・コメント等を経て,令和S年2月,法制審議会第189回会

議において要綱の採択及び答申が行われた。要綱には,民法等の見直し
として，財産管理制度〃共有制度，遺産分割制度の見直しなどが盛り込

まれており§ 、これを踏まえた「民法等の一部を改正する法律｣及び「相

続等により取得した士地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3

年4月28日に公布された。その主な改正項目等はi①相続登記や住所

等の変更登記の申請の義務化，②土地所有権を国庫に帰属させる制度の

創設，③長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し,④共有制度

の見直し,⑤財産管理制度の見直し,⑥相隣関係規定の見直し等である。
上記各法律は,①のうち相続登記の申請の義務化等の規定は令和6年4
月1日，②は令和5年4月27日，③ないし⑥は令和5年4月1日から

それぞれ施行され,所要の最高裁規則の整備も予定されている。

）

(法案の提出が検酎されているものについて)

⑧民法の嫡出推定制度に関する規定及び態戒権に関する規定等の見直
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し

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として，平成BO年1

o月から，嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

が開催され,嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大や出訴期間の見直しなど，

嫡出推定制度に関する論点のほか,生殖補助医療によって生まれた子に

関する親子関係の整備等について議論がされ，令和元年7月に研究会報

告書が取りまとめられた｡

また，同年6月に公布された児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正する法律において，政府は施行後2年を目途に

懲戒権について定めた民法第822条の規定の在り方について検討を加

え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要な措置を講じ

るものとされたことを受けj同月から監護権の規定の在り方に関する研

究会で議論がされ，同年7月に研究会報告書が取りまとめられた。

同年6月に開催された法制審議会第’84回会議において，民法の嫡
‘出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮
問され,同年7月から法制審議会民法(親子法制)部会においてj調査・

審議が行われ,令和3年2月に開催された会議において「民法（親子法

制）等の改正に関する中間試案｣が取りまとめられた｡同月から， この

中間試案に対するパブリヅク･コメントが行われた。
： ．

⑨離婚及びこれに関連する家族法制の見直し 、

平成23年民法改正においては,親権制度の見直しに併せて,民法7

66条に養育費や面会交流等が例示されたが,父母の離婚後等における

養育費及び面会交流の確保については，社会的な関心が高し状況が続い

ており,同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含め

た検討が求められている｡

令和元年11月より，家族法研究会において，離婚後の子の養育の在

り方を含む家族法の課題についての議論がされ,令和3年2月に研究会

報告書が取りまとめられた。

このうち，養育費の取決めの確保･履行確保については,ひとり親家
庭の貧困の問題がコロナ禍により一層深刻化しているとの認識の下j こ

れまで様々な検討体での議論が蓄積され，面会交流についても,子の養

育における重要性に鑑み,様々な議論がされて来ているところである。
離婚及びこれに関連する家族法制の見直しについて‘は,令和3年2月

開催の法制審議会第189回会議において,諮問がされ,同年3月から，

法制審議会家族法制部会において；調査・審議が行われている。

IQその他の動き
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家事事件の実務に影響する可能性があるものとして，次の‘ようなもの

がある6

ア氏名の読み仮名の法制化について

個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項と
ゞ する規定を整備するなど戸籍法制の見直しを行う必要があると考えら

れるとして,氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正に関して，

令和S年9月開催の法制審議会第191回会議において,諮問がされ，
法制審議会戸籍法部会におい'て調査.審議が行われている。
イ被害者等の身元識別情報を相手方に秘匿することができる制度につ
いて

：法制審議会民事訴訟法(IT化関係）部会において「民事訴訟法(I

T化関係)等の改正に関する追加試案｣が取りまとめられ, これに対

するパブリック｡･コメントが行われた｡引き続き同部会において調査・

審議が行われている。

ウ調停による和解合意の執行決定等に関する規律の創設について

法制審議会仲裁法制部会において｢仲裁法等の改正に関する中間試
案」が取りまとめられ， これに対するパブリシク6コメントが行われ

た。引き続き同部会において調査・審議が行われている。

家事事件手続のデジタル化

家事事件手続(人事訴訟手続も含む。 ）のデジタル化に関しては，当

事者の利便性及び司法アクセスの向上や新型コロナウイルス感染症への

対策の観点から，デジタル化に対する国民の期待が高まっている状況に
1 ．

あり，令和3年4月から,公益社団法人商事法務研究会の主催の｢家事

事件手続及び民事保全，執行，倒産手続等IT化研究会」において法制

面での検討が進められてきた。同研究会では,先行する民事訴訟のデジ

ダル化に関する検討の成果や,家事事件手続等の特性を踏まえ，インタ

ーネットを用いた申立て等をしなけれぽならない者の範囲各種期日に
おけるウエブ会議等の利用，記録の電子化の例外,インターネットを用

いた記録の閲覧等における取扱等につき，論点の整理が行われ,同年1

2月に「家事事件手続及び民事保全,執行;倒産手続等IT化研究会報

告書」が取りまとめられた。

また，家事調停手続におけるウェブ会議の導入については，東京，大

阪,名古屋及び福岡の各家庭裁判所において,検討体(PT)を設置し，

ウェブ会議を効果的に活用できる事案の選別，非公開性の担保等ウェブ

会議を活用する上でのあい路，関係職種間の連携等の課題に関する検討

を進めてきたところであるがタ令和3年12月から，各庁の準備状況に
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応じて順次，その試行が開始されている。これまで,家庭裁判所におい

ては，調停の本質・利点に立ち戻り， これからの時代の当事者のニーズ

に適う調停運営の在り方を考え実践していくという観点から，調停運営

の在り方の見直しについての議論が進められてきており，既に具体的事

件における実践も行われているが， ウェブ会議を利用した調停運営の在

り方についても; :これまでの議論の成果を土台にしながら検討を進めて

いくことが期待される．(令和4年'月から同年2月に開催される令和3
年度家事事件担当裁判官等協議会においても，家事調停手続のデジタル
化が協議事項として採り上げられている。 ） 。

なお， ｢家事事件手続及び民事保全，執行，倒産手続等IT化研究会

報告書｣での議論状況を含め,ヂジﾀﾙ化の進捗等についても, j: .N
ETポータルの家事・少年情報データベース('Fami l*in)等で

情報提供している。

第3少年事件関係

1 少年審判の檀能の更なる強化，事務処理の在り方の検証・見直し

再非行少年の割合は,依然として高い水準にあり,少年刑事司法全体

‘ の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられており，

家裁としては；少年審判が果たすべき役割を再認識し,その機能を充実・

強化する必要がある。

少年審判の機能を十分に発揮するためには，調査段階のみならず,家裁
送致から終局決定まで，更には,決定後を含む手続全体において事務処理

が適時適切に行われる必要があり,かかる観点から，手続全体における事

務処理の在り方について不断の検証見直しが求められている。
とりわけ，再非行防止の観点からは，少年の非行性が深刻な段階に至っ

ていない在宅事件についても,少年審判の機能を十分に発揮することが必

要と考えられる。

， また，決定書謄本を含む社会記録は，執行機関において少年に対する処

遇の方針及び計画を策定する上で重要な参考資料となるものであり，保護

処分は決定があれば確定を待たずに執行に移行するため,事件終局とほぼ

同時に記録の引渡しができるように努め，仮に同時に引渡しができない場

合には，遅くとも事件終局後1週間以内に,執行機関に到達するよう送付
： ． 、

する必要があることに留意しなければならない。早期送付の意義を再確認

し,必要に応じて事務処理の在り方を見直していくことが求められている。

2裁量による国選付添人制度等の適切な運用

裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等
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を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が，平成26年6月から施

行された。

改正少年法の下における裁量による国選付添人制度の運用については，

国選付添人の必要性判断を，立法の経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適
切に行うとともに，選任過誤や選任遅滞を防止するため，普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり,職種間の連携を強化したりす

ることが極めて重要と考えられる｡

なお,刑事訴訟法等の一デ部を改正する法律により，平成SO年6月から

被疑者国選弁護人制度の対象事件が拡大されているが, これにより裁量に

よる国選付添人制度と被疑者国選弁護人制度との間で対象事件の範囲が異

なることとなったため，その点に留意して適切な処理を行う必要がある。

s少年鯛査票の新たな様式について

家裁調査官が行った社会調査の結果を｝より的確に,読み手に分かりや
すい形で報告できるよう，令和2年3月に少年調査票の新たな様式を定め
る通達が発出され,令和3年10月1日から実施されている6:&

なお令和2年度には，東京家裁と大阪家裁において，新たな様式での

少年調査票の記載方法について調査官特別研究が行われ，その結果が全国

に還元された6各庁I=おいて, 当該結果報告も活用して;同通達の実施に
向けた準備が進められてきたところである。家庭局としては,通達実施後

の各庁の状況を確認しつつ， 弓|き続き必要な支援を行っていきたいと考え
ている｡； ．

4最近の立法作業の動向I=ついて

（近時成立した法律について）

少年法等の一部を改正する法律

少年法等の一部を改正する法律が,令和3年5月に成立し,公布された｡

この法律は,令和4年4月1日から施行される。

本改正法は,’8歳及び’9歳の者について，少年法の適用対象としつ
つ,その適用において特例規定が整備された6 ’8歳及び19歳の者の取

扱いに関しては,全件家裁送致ｶﾐ維持された上でj①原則逆送対象事件の
拡大，②犯罪の軽重を考慮した相当な限度を超えない範囲での保護処分,

③ぐ犯の対象からの除外，④逆送決定後における不定期刑等の刑事事件の
特例規定の不適用，⑤起訴後におげる推知報道禁止の解除等の捨例規定が
'整備され,併せて,更生保護法,少年院法等の関係法律の整備も行われた6

法改正を受けて,少年審判規則の一部が改正された｡また,本改正法は，

少年事件の処理の在り方に影響を与えるものであることから,施行までの
間に，本改正法の内容を踏まえた運用について検討・準備を進める必要が
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ある。

第4家裁鯛査官関係

1 家裁飼壷官の役割｡機能

（1）検討の必要性

家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に応じて,様々
な事務を担ってきた。しかし，近年,社会情勢の変化や相次ぐ法改正を

受けて，家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で,
家裁の機能をより充実させるために，家裁調査官が担うべき役割j機能

． ， 。 ！． ・ ・

を改めて検討することが求められている‘家裁調査官の合理的かつ効果

的な活用については，その役割･機能を明らかにした上で,･各庁の事件
動向,事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。
（劃家裁鯛査官の役割・機能

家裁調査官に関しては，家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠

から，その職務の根幹は,行動科学の知見及び技法を基盤として,事実

の調査と調整を行うことにあるといえる｡具体的には,家裁調査官には，
法的視点からだけでは適切な判断や解決方針を示せない場合に，行動科

学の知見及び技法をいかして，必要な事実を収集し，収集した事実を的

確に分析。評価して客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む意
見を提出するとともに（ 「行動科学の知見等に基づく事実の調査」 ） ，
そのような分析・評価の結果に基づいて当事者，少年等に対する働き掛

けや関係機関との間での調整を行う(｢行動科学の知見等に基づく調整｣）
といったことが要請されているといえる｡ﾙこれを踏まえて,家裁調査官

の役割･機能は｢行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整」である
と整理されている。

Z今後の腺題

・ 多様な職種の職員から成る家裁が，今後も社会の中で適切な役割を果た

すためには，家裁に特徴的な職種である家裁調査官がjその役割･機能を

十全に発揮するとともに，関係職種においてjそれに関する共通理解が深
まることが重要となるところ，令和元年12月に’｢家裁調査官の役割・

機能」 と題する資料が配布された6同資料は，家裁調査官の役割･機能及

びそれに基づく調査事務について，家裁調査官自らが改めて認識を深める

とともに):裁判官を始めとする関係職種がこれを的確に理解し,認識を共

，有するための視点を示したものである｡同資料を活用して家裁調査官相互
間での議論や関係職種間での意見交換が重ねられ，その成果が日常の調査
事務にいかされていくことによって，家裁調査官による調査事務の質や技

17

I

（



量が向上し，より的確で質の高い調査事務が遂行されるとともに，裁判官

において， これまで以上に適時適切な家裁調査官の活用を図ることで， よ

り質の高い裁判が実現されることが期待される。現在,各庁においては，

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点も踏まえた調査事務の工夫等
についても検討されているが，そのような検討も含心同資料は，様糞な

場面で広く活用されることが望まれるものである。

令和2年度の首席家裁調査官が出席する協議会等においては，同資料を

基にした協議を通じて，また,同資料を踏まえた調査事務の改善等の取組

における具体的な検討を通じて,家裁調査官の役割・機能の認識共有が家

裁調査官に関する種々の施策を進めていく上での基盤になるものであるこ

とが家裁調査官内部及び関係職種において理解されるとともに，役割･機
能を踏まえた実務における実践も見られるようになっている実情が共有さ
れた。令和3年度においても，引き続き家裁調査官の役割。機能について

更なる認識共有を図ることはもとより§役割・機能について議論した結果

を具体的な実務に反映,実践し,裁判官等との相互議論を通じて効果検証
を行い，更なる改善につなげていく必要があることが確認されている。

･ 家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には，個々の事件を適切に処理することはもとより，書記

官のほか,家裁特有の家裁調査官,調停委員,参与員等の多様な職種に対
するリーダ畠シップを発揮して各職種の専門性や強みを生かしつつ，これ

らを統括し,組織としての家裁の運営にも積極的に関与ずる役割が求めら
れる。すなわち，裁判官は,まず何よりも；個々の事件の処理において主
体的に各職種をリードまる姿勢で取り組むことが必要であり．そのために

は，事件の内容や特色を早期に的確に把握して審理方針と見通しを立てる

という他の裁判所の裁半I官と変わらない役割が求められることはいうまで

もない。書記官に対しては，進行管理上の留意点や法的調査の在り方等に

ついて適切な指示を与えるとともに，家裁調査官に対しても，的確に調査
の要点を伝え，調査の進行中も常にその動向に配意し；中間的な口頭報告

を求めるばかりでなく主体的にケースカンファレンスを求めていくことな

どが必要と考えられる｡

さらに，家事調停事件においては，裁判官が実質的かつ効果的に関与す

ることが必要であり，例えば，調停委員の指定や調停期日の指定について

も意を用いるほか，解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き

掛けを行うために,評議を積極的に行ったり，必要に応じて調停期日への

立会いを行ったりするなど調停委員任せにすることなく，手続の主宰者
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声

として調停運営を中心となって進めていくことが重要である。令和3年1

月から2月にかけて開催され，家事調停の運営改善の取組について協議が

行われた家事事件担当裁判官等協議会においても,裁判官の役割について，

法的観点から紛争解決の軸を提供するとともに，手続全体の進行について

大局的な視点から指揮する役割を担っているとの認識が共有された｡

また,裁判官には,個々の事件処理の面にとどまらず,司法行政的な側
面でも，庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の強化に

主体的に取り組み, さらに,人間関係の面でも，信頼関係を築き連携を円

滑に行えるよう組織の一体化を図っていくこ.とも求められる。例えば，新

規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築,家事調停の運営改善の取組な

ど庁としての運用改善の検討事件処理要領の改定,事件の類型に応じた

細則策定の要否の検討，手続選別（インテーク）基準の見直し;長期未済

事件の処理方針の策定，少年や保護者に対する保護的措置の在り方など,

各種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるため,また，各

職種の力を結集して庁全体としての事件処理の質の更なる向上に向けて，

他の職種を交えた庁内の検討を主導することなどが求められろ。また，対

外的にも,福祉機関，捜査機関,執行機関などの関係機関との協議会の運

営などにも中心となって積極的に関与すること力窪まれる。

以上
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